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１．はじめに 
 
 地方分権時代を迎え、自治体の自主的な決定と責任範囲が拡大している今日、

二元代表制の一翼を担う市議会が市民の代表機関として、地域の発展と福祉の

向上のために果たすべき役割は、今後さらに大きくなることが予想されます。

市議会では、自治体の政策の立案や決定、事業の評価など、議論を尽くして決

定する場でありますが、政策が決定するまでの論点、争点の過程を公開するこ

とは、討論の場である議会の責務であります。 
 
 このような分権時代における、今後の笠間市議会運営のあり方が問われる中、

市民に開かれた議会、市民が納得できる政策形成機能の充実が必要であり、そ

の機能を十分発揮し、市民の負託にこたえることを目指し、さらなる議会の活

性化を図るため、平成２５年３月定例会において、｢議会改革活性化特別委員会｣

が設置され、これまで検討を行ってまいりました。 
また、県内外でも先進的な取り組みを行っている市議会を調査し、検討する

際の参考としております。 
 
 特別委員会が設置されてから半年ではありますが、現在までの検討結果並び

に、今後の検討事項について報告いたします。 
 
 尚、検討事項につきましては、本会議において中間報告を行い、決定された

事項から順次実施に移行してまいります。 
 
 
２．特別委員会の概要 
 
 １）特別委員会の名称   議会改革活性化特別委員会 
 
 ２）委員の定数      １２名 
 
３）付議事項 
 
    ① 議員定数について 

② 一般質問における一問一答について 
③ 議会中継のインターネット配信について 
④ その他、議会改革に関すること 



 ４）委  員 
   

委員長 西 山  猛 副委員長 野 口  圓 

委 員 小 磯 節子 委  員 飯 田 正憲 

委 員 蛯 澤 幸一 委  員 石 松 俊雄 

委 員 海老澤  勝 委  員 萩 原 瑞子 

委 員 横 倉 きん 委  員 町 田 征久 

委 員 大 関 久義 委  員 市 村 博之 

 
３．特別委員会開催日程等 
 平成２５年３月１８日の第１回の特別委員会で、正副委員長の互選を行い、

２回目の特別委員会では、付議事項の今後の進め方について確認をいたしまし

た。 
 次に、検討事項として取り組むべき課題を整理し、具体的検討項目として９

項目を取り上げることといたしました。３回目以降の特別委員会では、今後の

協議順序について議論し、県内市議会の議会運営に関する調査を行い、検討す

る際の参考としております。 
 また、先進市の研修、さらには一般質問における一問一答方式を採用してい

る市議会の傍聴、議会改革に関する講演会の開催等を実施し、参考とすること

にいたしました。 
 
具体的調査項目 
     柱 項       目 
本会議のあり方に関する

こと 
・ 一般質問における一問一答方式について。 
・ 討論のあり方について。 

常任委員会の活性化に関

すること 
・ 常任委員会のあり方について。 
・ 付託案件以外の所管事務に関すること。 

開かれた議会に関するこ

と 
・ 市民との意見交換（議会報告会含む）について。

・ 本会議のインターネット配信について。 
・ 傍聴者に関すること。 

その他、議会改革に関する

こと 
・ 議員定数について。 
・ 政務活動費のあり方（使途基準含む）について。

 



４．具体的事項の検討 
 現在までに協議した内容のうち、特別委員会として結果の出た事案は、本会

議のあり方に関することで、一般質問における一問一答方式の導入について及

び、開かれた議会に関することのうち傍聴者に関することであります。 
市政に対する課題をひとつずつ取り上げ、質問、答弁を繰り返すことにより

論点が整理され、審議を十分に深めることができること、質問者と答弁者が相

対することで自然な環境でやり取りが可能となることなどから、一問一答方式

を導入することといたします。 
質問は、「一括質問・一括答弁方式」、「一括質問・一問一答方式」、「一問一答

方式」の３方式からの選択とし、質問通告書提出時に選択することといたしま

す。質問は項目毎に完結し、完結した項目に遡っての質問はできないこととい

たします。議員の持ち時間は、試行期間中 質問・答弁の時間を合わせて６０

分以内とします。その他、詳細につきましては、「一般質問における一問一答方

式導入実施要綱」を参照願います。 
また、傍聴者が来やすく、且つ傍聴者の個人情報保護にも配慮し、傍聴規則

の傍聴人受付簿を廃止して、傍聴券の交付のみとすることといたします。 
これらの実施時期につきましては、平成２５年１２月定例会から試行実施し、

2 回から３回程度各定例会で検証を行い、その後、本実施へ移行いたします。 
 なお、その他、本会議のインターネット配信等７項目については、現在協議

検討中であり、固まり次第報告することといたします。 
 
 
５．一般質問における一問一答方式導入実施要綱     
      

事     項 内                    容 
１．発言方法選択制 
①②③のいずれかか

ら選択し、質問通告書

提出時に選択 

① 一括質問・一括答弁方式（従来の通り） 
② 一括質問・一問一答方式（複数ある質問事項について、最初

に一括して質問し、その答弁も一括して行い、再質問から一

問一答方式で行う。） 
③ 一問一答方式（ひとつの質問項目ごとに質問と答弁を繰り返

して行う。） 
 

２．質問の回数 ・ ①の場合（一括質問・一括答弁方式）質問回数は、従来通り

３回までとする。 
・ ②及び③の場合 各項目毎に質問回数は無制限とする。 
 



３．質問時間 ・ ①の場合（一括質問・一括答弁方式）の質問時間は、３０分

以内とする。 
・ ②及び③の場合 質問時間は、試行期間中は質問・答弁併せ

て６０分以内とする。 
 

４．質問席・答弁席 ・ 市長、副市長及び教育長の答弁は、すべて登壇してこれを行

う。 
・ ①の場合当該部長の答弁（一括質問・一括答弁方式）は、従

来通り 1 回目は登壇し、2 回目以降は自席でこれを行う。 
・ ②の場合通告のあった質問事項に対し、これを所管する部長

が答弁するときは、当該部長は、最初の答弁に限り登壇して

これを行い、以後、答弁席（別紙参照）から答弁する。但し、

通告に基づいて予定していた所管の部長以外の本会議出席

者が答弁するときは、登壇して答弁した後、自席へ戻る。 
・ ③の場合当該部長は、最初に発信する答弁から答弁席でこれ

を行う。 
 

５．答弁者について ・ ①の場合（一括質問・一括答弁方式）の答弁者は、市長・副

市長・教育長・部長等（支所長含む）以上の職員とする。 
・ ②及び③を選択した場合の答弁者は、市長・副市長・教育長・

部長・課長（支所長・館長・局長等を含む）以上の職員とす

る。 
６．答弁席へ入る職員 
 

・ 部長・課長（支所長・館長・局長等を含む）及び補佐以上の

職員までとする。 
  ※ ①の場合は従来どおりとし、1 回目の答弁は登壇し、2

回目以降は自席でこれを行う為、答弁席には入らない。 
 
 

７．反問権について ・ 付与する。 

８．議案質疑について 
 

・ 現行通りとする。 
 

９．導入時期（試行） 
 
 

 １２月定例会から試行的に始まり、２～３回定例会を経て本格

導入する。 
 



１０．その他 ・ 発言通告については、従来通り通告することとし、執行部と

の事前打ち合わせを十分に行うものとする。尚、発言要旨は

具体的かつ詳細（特に統計的な数値を求める場合）に記載す

る。 
・ 議員は、質問項目順に質問し、項目ごとに質問を完結した後、

次の質問項目に入る。 
・ 質問者が執行部の答弁者を指名することはあくまで希望であ

り、答弁者の決定権は、執行部側にあり、執行機関の長が判

断する。 
・ 質問時間に制限があるため、質問者、答弁者とも完結・明瞭

な質問・答弁に努める。 
・ 質問は、項目順に完結し、遡って質問はできない。 
・ １日の質問者数は、５人以内とする。 
・ 答弁席に課長等が着座するときは、議長席背面から入り、退

席するときも同様とする。但し、本会議出席者は、自席と答

弁席（又は演壇）との間を直接移動する。この場合において、

答弁席へ入った際は、着座する前に国旗及び市旗に向かって

一礼し、更に議員に向かって一礼してから着座するものとし、

退席時は、その逆の順で一礼する。 
 

 


